
一般社団法人課題創造研究所会計規程 

 

第１章 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人課題創造研究所（以下「この法人」という。）におけ  

 る会計処理に関する基本的事項を定めるものであり、財務及び会計のすべての状況を正 

 確かつ迅速に把握し、この法人の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを 

 目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、この法人の会計業務のすべてについて適用する。 

 

（会計の原則） 

第３条 この法人の会計は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、「公益法人会計基 

 準」（平成２０年４月１１日 平成２１年１０月１６日改正内閣府公益認定等委員会） 

 に準拠して処理されなければならない。 

 

（事業年度） 

第４条 この法人の事業年度は、定款の定めにより、毎年４月１日から翌年３月３１日ま 

 でとする。 

 

（会計区分） 

第５条 法令等の定めにより必要とされる場合は、会計区分を設けるものとする。 

 

（会計責任者） 

第６条 この法人の会計事務を統括するため、会計責任者を置く。 

２ 会計責任者は、代表理事とする。 

 

（帳簿書類の保存・処分） 

第７条 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。 

 （１） 財務諸表、財産目録、附属明細書    永久 

 （２） 会計帳簿              １０年 

 （３） 証ひょう書類            １０年 

 （４） その他の書類             ５年 

２ 前項の保存期間は、事業年度終了の時から起算するものとする。 



３ 帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に会計責任者の指示又は承認によっ 

 て行う。 

 

第２章 勘定科目及び帳簿組織 

 

（勘定科目の設定） 

第８条 この法人においては、財産状態及び正味財産増減のすべての状況を的確に把握す 

るため必要な勘定科目を設ける。 

２ 勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表で代表理事が別に定める。 

 

（会計帳簿） 

第９条 会計帳簿は次のとおりとする。 

 （１） 主要簿 

   (ｱ) 仕訳帳 

   (ｲ) 総勘定元帳 

 （２） 補助簿 

   (ｱ) 現金出納帳 

   (ｲ) 預金出納帳 

   (ｳ) その他必要な補助簿 

 （３） 台帳 

   (ｱ) 固定資産台帳 

   (ｲ) 基本財産台帳 

   (ｳ) 特定資産台帳 

   (ｴ) 指定正味財産台帳 

   (ｵ) その他必要な台帳 

２ 仕訳帳は会計伝票をもってこれに代えることができる。 

３ 補助帳及び各台帳は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘  

 定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。 

 

（会計伝票） 

第１０条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 

２ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうは会計伝票との関連付けが明らか 

 となるように保存するものとする。 

３ 会計伝票には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。 

４ 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等の内容を簡単かつ明瞭 

 に記載しなければならない。 



 

（証ひょう） 

第１１条 証ひょうとは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。 

 （１） 請求書 

 （２） 領収書 

 （３） 証明書 

 （４） 起案文書 

 （５） 支払申請書 

 （６） 検収書、納品書及び送り状 

 （７） 各種計算書 

 （８） 契約書、請書、覚書その他の証書 

 （９） その他取引を裏付ける参考書類 

 

（記帳） 

第１２条 総勘定元帳及び補助簿は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならな 

 い。 

２ 各台帳は、会計伝票又はその証ひょう書類に基づいて記帳しなければならない。 

 

（会計帳簿の更新） 

第１３条 会計帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。 

 

第３章 収支予算 

 

（収支予算の目的） 

第１４条 収支予算は、各事業年度の事業活動の内容を明確な数値をもって表示し、責任  

 の範囲を明らかにし、かつ、収支予算と実績を比較して、事業の円滑な運営を図ること 

 を目的とする。 

 

(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の作成） 

第１５条 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、   

 毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の 

 承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 収支予算書は、収益及び費用により算定し、その様式は正味財産増減計算書に準ず 

 る。 

 

（収支予算の執行） 



第１６条 各事業年度における収益及び費用は、収支予算書に基づいて行わなければなら 

 ない。 

２ 収支予算の執行者は、代表理事とする。 

 

第４章 金銭 

 

（金銭の範囲） 

第１７条 この規程において金銭とは、現金及び預貯金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、その他随時に通貨と引き替えることができる証書をいう。 

 

（出納責任者） 

第１８条 金銭の出納及び保管について、その責に任ずる出納責任者を置く。 

２ 出納責任者は、会計責任者が任命する。 

３ 出納責任者は、金銭の出納及び保管の事務を取り扱わせるため、出納事務担当者を置 

 くことができる。 

４ 出納事務担当者は、出納責任者の命を受け、出納事務を処理する。 

 

（金銭の出納） 

第１９条 金銭の出納があった場合には、会計伝票を発行しなければならない。 

２ 現金により金銭を収納したときは、領収書を発行しなければならない。 

 

（支払手続き） 

第２０条 金銭を支払う場合には、請求書、その他の取引を証する書類に基づいて取引担 

 当部署の発行した支払申請により、出納責任者の承認を得て行うものとする。 

２ 金銭の支払については、住所、氏名及び捺印のある領収書を受け取らなければなら 

 に。ただし、所定の領収書を受け取ることができないときは、支払証明書をもってこれ 

 に代えることができる。 

３ 銀行振込の方法による支払及び口座引落しによる支払の場合は、領収書を受け取らな 

 いことができる。 

 

（支払方法） 

第２１条 金銭の支払方法は、原則として銀行振込によるものとする。ただし、職員に対 

 する支払、小口払その他これによりがたい場合には、この限りでない。 

 

（支払期日） 

第２２条 金銭の支払は、別に定める一定の日に行うものとする。ただし、やむを得ない 



支払についてはこの限りではない。 

 

（手持現金） 

第２３条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、手持現金をおくことができる。 

２ 手持現金の額は、通常の所要量を勘案して、必要最小限にとどめるものとする。 

 

（金銭の過不足） 

第２４条 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく会計責任者に報告し、そ 

 の処置については、会計責任者の指示を受けなければならない。 

 

第５章 資金管理 

 

（資金計画） 

第２５条 会計責任者は、事業計画及び収支予算書に基づき、年次の資金計画を作成し、 

 代表理事の承認を得なければならない。 

 

（資金の借入） 

第２６条 資金が不足するときは、借入れにより調達することができる。 

２ 資金を借入れるときは、その返済計画を作成し、代表理事の承認を得なければならな 

 い。 

３ 資金の借入れは、理事会及び社員総会で承認された範囲内で会計責任者が代表理事の 

 承認を得てこれを行う。 

 

（資金の運用） 

第２７条 法人の資金運用は、別に定める資産運用規程によるものとする。 

 

（金融機関との取引） 

第２８条 金融機関との預金取引、その他の取引を開始又は廃止するときは、代表理事の 

 承認を得て会計責任者がこれを行う。 

２ 金融機関との取引は、代表理事の名をもってこれを行う。 

 

第６章 固定資産 

 

（固定資産の範囲） 

第２９条 この規程において、固定資産とは、基本財産、特定資産及びその他固定資産に 

 区別する。 



（１） 基本財産 

   基本財産とは、定款第５０条に定める財産をいう。 

 （２） 特定資産 

   特定資産とは、特定の目的のために計上する資産をいう。 

     減価償却引当資産、その他代表理事が必要と認めた資産 

 （３） その他固定資産 

   その他固定資産とは、基本財産以外の次の固定資産をいう。 

     土地、建物、建物附属設備、車両運搬具、什器備品、ソフトウエア、電話加入 

    権、リース資産、投資有価証券、出資金、その他代表理事が必要と認めた資産 

２ 有形固定資産及び無形固定資産は、耐用年数が１年以上で、かつ、取得価額が２０万 

 円以上の資産をいう。 

 

（固定資産の取得価額） 

第３０条 固定資産の取得価額は、次の各号による。 

 （１） 購入により取得した固定資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用 

    を加えた額 

（２） 自己建設又は製作により取得した固定資産は、建設又は製作に要した費用の額 

（３） 交換により取得した固定資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額 

（４） 贈与により所得した固定資産は、その固定資産における取得時の公正な評価額 

 

（固定資産の購入） 

第３１条 固定資産の購入にあたっては、事前に見積書等必要書類を添えて会計責任者に 

 提出しなければならない。 

 

（固定資産の改良と修繕） 

第３２条 固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これ 

 を当該固定資産の金額に加算するものとする。 

２ 固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。 

 

（固定資産の管理） 

第３３条 固定資産の管理担当者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移 

 動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。 

２ 固定資産の移動及び毀損、減失があったときは、固定資産の管理担当者は、会計責任 

 者に報告し帳簿の整備を行わなければならない。 

３ 固定資産の管理担当者は、会計責任者が任命する。 

 



（固定資産の登記・付保） 

第３４条 不動産等登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなければならな 

 い。また、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の 

 損害保険に付さなければならない。 

 

（固定資産の売却、担保の提供） 

第３５条 固定資産を売却するときは、固定資産の管理担当者は、起案文書に売却先、売 

 却見込代金、その他必要な事項を記載の上、代表理事の決裁を受けなければならない。 

２ 固定資産を借入金等の担保に供するときは、前項の規定を準用する。 

 

（減価償却） 

第３６条 固定資産の減価償却については、毎事業年度末に定率法によりこれを行う。 

２ 定率法により毎事業年度末に行われた減価償却費は、直説法により処理するものとす 

 る。 

３ 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定めると 

 ころによる。 

 

（現物の照合） 

第３７条 固定資産の管理担当者は、常に良好な状態において管理し、各事業年度１回以 

 上、固定資産台帳と現物を照合し、差異があるときは、会計責任者の承認を得て帳簿の 

 整備を行わなければならない。 

 

第７章 物品 

 

（物品の範囲） 

第３８条 この規程において、物品とは次の各号のものをいう。 

 （１） 貯蔵品・消耗品 

 （２） 備品（耐用年数１年以上のもので、取得価額が５万円以上で２０万円未満のも 

   のをいう。） 

 

（物品の管理） 

第３９条 物品の管理担当者は、会計責任者が任命する。 

 

（物品の照合） 

第４０条 備品については、備品台帳を備え、各事業年度１回以上備品台帳と現物を照合 

 しなければならない。 



 

第８章 決算 

 

（決算の目的） 

第４１条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計の状況を明らかにする 

 ことを目的とする。 

 

（月次の決算書） 

第４２条 会計責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、代表理事に 

 提出しなければならない。 

 （１） 月次合計残高試算書 

 （２） 月次貸借対照表 

 （３） 月次正味財産増減計算書 

 

（財務諸表等） 

第４３条 会計責任者は、事業年度終了後、速やかに決算に必要な手続きを行い、次に掲 

 げる財務諸表等を作成し、代表理事に報告しなければならない。 

 （１） 貸借対照表 

 （２） 正味財産増減計算書 

 （３） 貸借対照表内訳表 

 （４） 正味財産増減計算書内訳表 

 （５） 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

 （６） 財産目録 

 

（財務諸表等の確定） 

第４４条 代表理事は、前条の財務諸表等について、定款の定めにより、社員総会の承認 

 を得て決算を確定する。 

 

（その他の必要とされる書類） 

第４５条 会計責任者は、第４３条の財務諸表等のほか、公益社団法人及び公益財団法人 

 の認定等に関する法律施行規則第２８条第２項に掲げる運営組織及び事業活動の状況の 

 概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成する。 

 

第９章 補則 

 

（行政庁への提出） 



第４６条 代表理事は、第４３条及び第４５条に記載した書類を６月３０日までに行政庁 

 へ提出しなければならない。 

 

（規程の改廃） 

第４７条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。 

 

（委任） 

第４８条 この規程の実施に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。 

 

附則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



一般社団法人課題創造研究所 寄附金等取扱規程 

 

第１章 総則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、定款第５０条第４項の規定に基づき一般社団法人課題創造研究所 

 （以下｢この法人」という）が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとす 

 る。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

 よる。 

 （１） 一般寄附金 この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に常時募 

    金活動を行うことにより受領する寄附金 

 （２） 特定寄附金 この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に、使途 

    を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金 

 （３） 特別寄附金 前各号のほか、個人又は団体から受領する寄附金 

２ この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。 

 

第２章 募集 

 

（一般寄附金の募集） 

第３条 この法人は常時一般寄附金を募ることができる。 

２ 一般寄附金は、寄附金総額の 50％以上を定款第４条の公益目的事業に使用することと 

 して募集しなければならない。 

 

（特定寄附金の募集） 

第４条 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項 

 に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」とい  

 う)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。 

２ 特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第４条の公益目的事業の 

 全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正 

 な募集経費は募集総額の 30％以下でなければならない。 

 

（募金目論見書の交付等） 

第５条 特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなけ 



ればならない。 

２ 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄 

 附した者へは事後に交付することができる。 

 

（受領書等の送付） 

第６条 一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書及び第４条 

 第１項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。 

２ 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及 

 びその受領年月日を記載するものとする。 

 

（募金に係る結果の報告） 

第７条 この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他 

 必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上 

 の公開に代えることができる。 

２ この法人は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算 

 書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただ 

 し、ホームページ上の公開に代えることができる。 

 

（特別寄附金） 

第８条 この法人は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。 

２ 前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が 

 付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。 

３ 寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を 

 辞退しなければならない。 

 （１） 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関   

    する法律第５条第 17 号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特  

    別の利益を受ける場合 

 （２） 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合 

 （３） 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合 

 （４） 前３号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められる  

    もの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合 

 

第３章 情報公開 

 

（情報公開） 

第９条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等 



に関する法律施行規則第 22 条第５項各号に定める事項について、事務所への備置き及  

 び閲覧等の措置を講じるものとする。 

 

（個人情報保護） 

第 10 条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細 

 心の注意を払って情報管理に務めるものとする。 

 

第４章 補則 

 

（改 廃） 

第 11 条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

 

附 則 

１ この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

２ この規程は、平成 21 年６月９日から施行する。（平成 21 年６月９日理事会議決）__ 



一般社団法人課題創造研究所 財産管理運用規程 

 

第１章 総則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人課題創造研究所（以下「この法人」という。）定款第５ 

 ２条の規定に基づき、資産の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（資産の構成） 

第２条 この法人の資産は、次により構成する。 

   （１）基本財産 

   （２）基本財産以外の財産 

       特定資産 

       その他の固定資産 

 

第２章 管理及び運用 

 

（資産の管理及び運用） 

第３条 資産は、この法人の目的を達成するため適正な維持及び管理に努めるとともに、最

 善と考えられる方法により運用するものとする。 

２ 基本財産及び特定資産は、貸借対照表及び財産目録において他の資産と明確に区分して

 管理しなければならない。 

３ その他の固定資産は、それぞれ台帳を設けて管理しなければならない。 

 

（基本財産） 

第４条 基本財産は、この法人の定款第５０条に定める資産とする。 

２ 基本財産は、これを処分しまたは担保にしてはならない。 

３ 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会におい

 て理事総数の３分の２を超える多数の承認を得て、その一部を処分し、またはその全部若

 しくは一部を担保に供することができる。 

 

（特定資産） 

第５条 特定資産は、将来の特定の目的のために積み立てた資産及び退職給付を支払うため

 の特定預金等とする。 

２ 特定資産を保有しようとするときは、その名称、目的、積立限度額、積立期間及び算定根

 拠を理事会に提示し、理事会の承認を得るものとする。 

３ 特定資産は、その目的である支出に充てる場合を除くほか、取崩すことができない。 

４ やむを得ない事由により目的外の取崩を行う場合には、理事会の承認を得なければなら

 ない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。 

 

（特定費用準備資金） 

第６条 特定資産のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則



１８条に規定する特定費用準備資金とするものについては、取崩に係わる手続き並びに積 

立限度額及びその算定根拠を、同規則の定めに従って事務局等に備え置き、閲覧に供する 

ものとする。 

 

第３章 補則 

 

（改 廃） 

第７条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

附 則 

 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 



一般社団法人課題創造研究所 部会運営規程 

 

第１章 総則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人課題創造研究所（以下「この法人」という。）定款第４５

 条第２項の規定に基づき、部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（部会組織） 

第２条 本会に次の部会を設置する。 

   （１）理工学部会 

   （２）人文社会科学部会 

 

第２章 運営 

 

（部会の権限） 

第３条 部会は、この法人の事業計画に従って各部会の実状に応じた事業を自主的かつ積 

 極的に推進するものとする。 

 

（部会会計） 

第４条 部会の会計は、原則として本会の会計責任者が管理する。ただし、部会に移管され

 たものについては、それぞれの責任者が管理できるものとする。 

２ 部会の収支については、遅滞なく代表理事に報告しなければならない。 

 

（部会員） 

第５条 部会員の資格等については、別に定める会則によるものとする。 

 

（部会役員） 

第６条 部会には、３名以内の役員を置き、部会員の中から選任する。 

２ 代表理事が部会長を兼任し、２名の副部会長を置くことができる。 

３ 副部会長は、部会役員の互選により選任する。 

 

（部会役員の職務） 

第７条 部会長は、所属部会を代表する。 

２ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時はその職務を代行する。 

 

（部会役員の任期等） 

第８条 部会役員の任期等については、本会役員の規定を準用する。 

 

（部会の会議） 

第９条 部会の会議は、会員会議及び役員会とし、必要に応じて部会長がこれを招集   

 する。 



２ 会員会議は部会員の全員をもって組織し、役員会は部会役員の全員をもって組織する。 

３ 会員会議及び役員会の議長は、部会長をもってこれに充てる。 

４ 部会における会議の運営については、本会定款の規定を準用する。 

 

（本会への報告） 

第１０条 部会長は、会員会議及び役員会の審議事項のうち重要なものについて、遅滞なく

 代表理事に報告するものとする。 

 

第３章 補則 

 

（改 廃） 

第１１条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


